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（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市における省エネルギー機器等の普及を促進することにより、地球温暖化対

策の推進及び災害に強い自立・分散型のエネルギーシステムの構築を図るため、省エネルギー機器

等を導入する者に対し、予算の範囲内において熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金（以

下「補助金」という。）を交付するに当たり必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 省エネルギー機器等 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、ＺＥ

Ｈ、太陽光発電設備、蓄電池、エネファーム、省エネルギー設備及び省エネ家電製品をいう。 

(2) 電気自動車 搭載された電池（燃料電池を除く）によって駆動される電動機のみを原動機と

し、内燃機関を併用しない四輪以上の一定の仕様に基づき量産される自動車で、当該自動車に係

る道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５８条に規定する自動車検査証（以下「自動

車検査証」という。）において燃料の種類が「電気」と記載されているものをいう。 

(3) プラグインハイブリッド自動車 搭載された電池（燃料電池を除く）によって駆動される電

動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な四輪以上の一定の仕様に

基づき量産される自動車で、当該自動車に係る自動車検査証において燃料の種類が「ガソリン・

電気」と記載されているものをいう。 

(4)  燃料電池自動車 搭載された燃料電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機

関を併用しない自動車で、当該自動車に係る自動車検査証において燃料の種類が「圧縮水素」と

記載されているものをいう。 

(5) ＺＥＨ 住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味でゼロとなることを目指した住宅（住宅

の一部に店舗等の非住居部分がある場合は、住居部分がＺＥＨの要件を満たしているもの）をい

う。 

(6)  太陽光発電設備 太陽光エネルギーを直接電気に変換する機器及び当該変換された電気を住

宅に供給するために必要な機器により構成される設備をいう。 

(7) 蓄電池 太陽光発電設備等で発電された電気を充放電し、その電気を当該住宅へ供給するこ

とが可能である機器をいう。 



 

(8) エネファーム 都市ガス・ＬＰガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させて電

気と熱を発生させる家庭用燃料電池コージェネレーションシステムをいう。 

(9) 省エネルギー設備 省エネルギー性能の高いＬＥＤ照明器具、業務用エアコンディショナー、

業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫及びショーケースで、事業所（工場、事業場、店舗その他これらに

類するものをいう。以下同じ。）に設置されるものをいう。 

(10) 省エネ家電製品 購入時に省エネ基準達成率が目標年度２０２７年度以降において１００％

以上であるエアコン、目標年度２０２１年度以降において１００％以上である冷蔵庫及び冷凍庫

並びにＬＥＤ照明器具（自宅の壁や天井等に固定して使用するものに限る。）をいう。 

 

（補助金の種類及び内容） 

第３条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとし、各補助金に係る補助対象者、補助対象事業、補助

対象経費、補助額又は補助率、補助金の交付申込時の添付書類その他の交付要件は、それぞれ当該

各号に掲げる表に定めるとおりとする。 

 (1) 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車導入補助金 別表第１ 

 (2) ＺＥＨ導入補助金 別表第２ 

 (3) 太陽光発電設備導入補助金（蓄電池併設型） 別表第３ 

 (4) 蓄電池導入補助金（固定価格買取制度満了世帯対象） 別表第４ 

 (5) エネファーム導入補助金 別表第５ 

 (6) 省エネルギー設備導入補助金 別表第６ 

 (7) 省エネ家電製品導入補助金（エアコン） 別表第７ 

(8) 省エネ家電製品導入補助金（冷蔵庫・冷凍庫、ＬＥＤ照明器具） 別表第８ 

２ 前項各号に掲げる補助金ごとの交付総額は、毎年度、予算の範囲内において、別に定める。 

（交付の申込み） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申込者」という。）は、別に定める募集期間内

に、次の各号に掲げる補助金の種類に応じ当該各号に定める交付申込書兼実績報告書（第６号に

掲げる補助金にあっては、交付申込書）を市長に提出しなければならないこととする。 

 (1) 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車導入補助金 様式第１号 

 (2) ＺＥＨ導入補助金 様式第２号 

 (3) 太陽光発電設備導入補助金（蓄電池併設型） 様式第３号 

 (4) 蓄電池導入補助金（固定価格買取制度満了世帯対象） 様式第４号 

 (5) エネファーム導入補助金 様式第５号 

 (6) 省エネルギー設備導入補助金 様式第６号 

 (7) 省エネ家電製品導入補助金（エアコン） 様式第７号 

(8) 省エネ家電製品導入補助金（冷蔵庫・冷凍庫、ＬＥＤ照明器具） 様式第８号 

（交付の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による補助金の申込みがあった場合は、その内容を審査し、補助金の

交付及びその額の決定（第２号に掲げる補助金については、補助金の交付の決定。以下「交付決

定」という。）をしたときは、次の各号に掲げる補助金の種類に応じ当該各号に定める熊本市省

エネルギー機器等導入推進事業補助金交付決定兼交付確定通知書（第２号に掲げる補助金にあっ

ては、交付決定通知書）により、当該申込者に通知するものとする。 



 

 (1) 次に掲げる補助金 様式第９号 

  ア 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車導入補助金 

  イ ＺＥＨ導入補助金 

  ウ 太陽光発電設備導入補助金（蓄電池併設型） 

  エ 蓄電池導入補助金（固定価格買取制度満了世帯対象） 

  オ エネファーム導入補助金 

  カ 省エネ家電製品導入補助金（エアコン） 

キ 省エネ家電製品導入補助金（冷蔵庫・冷凍庫、ＬＥＤ照明器具） 

 (2) 省エネルギー設備導入補助金 様式第１０号 

２ 市長は、前項の規定による審査に当たり必要があると認めるときは、当該補助事業の関係場所

等において、職員に現地調査を行わせるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による審査により、補助金の交付をしないことを決定したときは、熊本

市省エネルギー機器等導入推進事業補助金不交付決定通知書（様式第１１号）により、当該申込

者に通知するものとする。 

 （省エネルギー設備導入補助金に係る補助事業の変更） 

第６条 交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）のうち省エネルギー設備導入補助金

に係る補助事業において交付決定を受けた者（以下「省エネルギー設備導入補助事業者」とい

う。）は、当該補助事業を変更しようとする場合は、あらかじめ、省エネルギー設備導入補助金

に係る補助事業の変更承認願（様式第１２号）（以下「承認願」という。）を市長に提出し、そ

の承認を受けなければならないこととする。 

２ 前項の承認願には、変更内容を説明する書類があるときは、その書類を添付しなければならな

いこととする。 

３ 市長は、第１項の規定により承認願の提出があった場合において、その内容を審査し、承認す

べきと認めたときは、省エネルギー設備導入補助金に係る補助事業の変更承認通知書（様式第１

３号）により、省エネルギー設備導入補助事業者に通知するものとする。この場合において、承

認に当たり必要と認めるときは、当該通知に際し、条件を付するものとする。 

 （省エネルギー設備導入補助金に係る実績報告） 

第７条 省エネルギー設備導入補助事業者は、その補助事業が完了した場合は、事業完了日（補助

事業が完了し、かつ、その事業代金の支払が完了した日付をいう。以下同じ。）から３０日以内

又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、省エネルギー設備導入補助金実績報告書（様

式第１４号）を市長に提出しなければならないこととする。ただし、市長が特別な理由があると

認めるときは、この限りではない。 

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならないこととする。 

 (1) 事業実施報告書（様式第１５号） 

 (2) 導入した省エネルギー設備の設置状況及び型番が確認できる写真（ＬＥＤ照明器具であっ

て、同じ型番のものが複数ある場合は、同一型番ごとに一つの写真で可。）          

 (3) 導入した省エネルギー設備の設置場所を示した平面図（設備ごとに事業実施報告書（様式第

１５号）と同一の番号を付したもの。） 

 (4) 導入した省エネルギー設備の出荷証明書又は製造メーカーの保証書（これらがない場合は、

これらに代わる書類で新品であることが証明できるもの。写し可。） 



 

 (5) 領収書等（省エネルギー設備導入補助事業者が補助対象経費を支払ったことが証明できるも

の）の写し 

 (6) 契約書の写し 

 (7) 竣工日をもって事業完了日となる場合は、補助対象事業の竣工日を証するもの（工事請負者

や販売者が作成したものに限る。） 

 (8) その他市長が必要と認める書類 

 （省エネルギー設備導入補助金に係る補助金の額の確定） 

第８条 市長は、前条の規定により省エネルギー設備導入補助金実績報告書が提出された場合は、

その内容を審査し、当該報告の内容が交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補

助金の額を確定し、省エネルギー設備導入補助金交付確定通知書（様式第１６号）により、当該

省エネルギー設備導入補助事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する審査に当たり必要があると認めるときは、当該補助事業の関係場所等に

おいて、職員に現地調査を行わせるものとする。 

 （省エネルギー設備導入補助金に係る交付申込みの取下げ） 

第８条の２ 省エネルギー設備導入補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付申込みを取下げ

ようとする場合、又は補助事業を中止しようとする場合は、あらかじめ、熊本市省エネルギー機

器等導入推進事業補助金交付申込取下届出書（様式第１７号）を市長に提出しなければならない

こととする。 

（省エネルギー機器等の処分の制限） 

第９条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた省エネルギー機器等（以下「当該省エ

ネルギー機器等」という。）を、当該省エネルギー機器等の交付確定を受けた月から起算し、次の

各号に掲げる補助金の種類に応じ当該各号に定める処分を制限する期間（以下「処分制限期間」

という。）を経過するまで、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従

ってその適正な運用を図らなければならないこととする。 

(1) 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車導入補助金 減価償却資産の

耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める 法定耐用年数の期間 

 (2) 第３条１項第２号から第８号に定める補助金 ５年 

２ 補助金の交付を受けた者は、やむを得ず前項各号で定めた処分制限期間内において当該省エネル

ギー機器等の売却、廃棄等の財産処分（以下「財産処分」という。）をしようとするときは、あらか

じめ、熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金に係る財産処分承認願（様式第１８号) を市

長に提出し、その承認を受けなければならないこととする。ただし、災害その他本人の責めに帰さ

ないやむを得ない事由により、毀損し、又は滅失したときは、この限りではない。 

３ 市長は、当該承認に係る財産処分により補助金の交付を受けた者に収入があったときは、補助

金の交付を受けた者が、当該省エネルギー機器等の交付確定を受けた月を１として起算し財産処

分する月を含む期間 (以下「保有期間」という。)に応じて、交付した補助金の全部又は一部を返

還させることができる。ただし、保有期間は年数に換算するものとし、当該年数に小数点以下の

端数があるときは、これを切り上げて正数にする。 

４ 前項の規定による返還の額の算定は、次のとおりとする。ただし、当該財産処分による収入の

額を限度とする。 



 

返還額＝補助交付額×（１－                            
保有期間 

処分制限期間 
） 

５ 前項の規定により算定した返還額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。 

（債権譲渡の禁止） 

第１０条 交付決定を受けた者は、交付決定によって生じる権利を第三者に譲渡し、又は承継させて

はならないこととする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

（状況の報告等） 

第１１条 交付決定を受けた者は、市長の求めに応じ、補助金の交付を受けた省エネルギー機器等

の稼働状況その他の省エネルギー機器等に関する事項の報告等を行わなければならないこととす

る。 

 （交付決定の取消し） 

第１２条 交付決定を受けた者が補助事業に関し次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定

を取り消すことができるものとする。 

 (1) 第６条第１項の規定による承認を受けずに補助事業を変更し、又は第８条の２の規定による

申込取下げの届出をせずに補助事業を中止したとき。 

(2) 第７条の規定による実績報告をせず、又はこれに必要な添付書類を提出しないとき。 

(3) 第９条第２項の規定による承認を受けずに財産処分をしたとき。 

(4) 交付決定によって生じる権利を第１０条ただし書の規定による承認を受けずに第三者に譲渡

し、又は承継させたとき。 

(5) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(6) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(7) その他交付決定、承認等の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 （補助金の返還） 

第１３条 市長は、交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金

が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させるものとする。 

２ 市長は、交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交

付されているときは、期限を定めて、これを返還させるものとする。 

 （違約加算金） 

第１４条 交付決定を受けた者は、第１２条の規定による取消しを受け、補助金の返還を請求され

たときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額

（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額）に

つき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を市に納付しなければならないこととする。 

２ 前項の違約加算金を納付しなければならない場合において、交付決定を受けた者の納付した金

額が返還を請求された補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求された

補助金の額に充てられたものとする。 

 （他の補助金の一時停止等） 

第１５条 市長は、交付決定を受けた者が補助金の返還を請求され、当該補助金又は違約加算金の

全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべ

き補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することができることとする。 



 

 （交付の条件） 

第１６条 市長は、交付決定をする場合は、申込者に対して次に掲げる条件を付すものとする。 

(1) 省エネルギー機器等の使用においては、騒音、排気等により近隣住民等に迷惑をかけないよ

う、十分に配慮すること。 

 (2) 補助金の交付を受けた省エネルギー機器等は、処分制限期間内において、善良なる管理者の

注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその適正な運用を図らなければならな

いこと。 

(3) やむを得ず処分制限期間内において財産処分をしようとするときは、第９条第２項に規定す

る手続をとること。 

 (4) 省エネルギー設備導入補助事業にあっては、補助事業を変更しようとする場合は、第６条に

規定する手続をとること。 

(5) 省エネルギー設備導入補助事業にあっては、補助事業が完了した場合は、第７条に規定する

実績報告の手続をとること。 

(6)  省エネルギー設備導入補助金の交付申込みを取下げようとする場合、又は補助事業を中止

しようとする場合は、第８条の２に規定する手続をとること。 

(7) 補助金の額の確定のための審査に当たり必要があると認める場合において、職員が現地調査

を行うときは、これに協力すること。 

(8) 交付決定によって生じる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させようとすると

きは、市長の承認を得ること。 

(9) 市長から第１１条に規定する報告等の求めを受けたときは、これに応じて報告等を行うこ

と。 

 (10) 第１２条各号に規定する事由に該当する場合は、交付決定を取り消すことがあること。 

（雑則） 

第１７条 熊本市補助金等交付規則（昭和４３年規則第４４号）第１１条第２項から第４項までの規

定は、この補助金の交付について適用しない。 

２ この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年８月１０日から施行し、同日以降に契約された省エネルギー機器等の導入

について適用する。 

   附 則〔平成３１年４月９日市長決裁〕 

１ この要綱は、平成３１年４月１０日から施行する。 

２ この要綱による改正後の熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金交付要綱は、平成３１

年度以降に交付決定をする補助金について適用し、同年度前に交付決定をした補助金について

は、なお従前の例による。 

   附 則〔令和元年５月１０日環境政策課長決裁〕 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

  附 則〔令和２年３月３１日市長決裁〕 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 



 

（補助対象事業の時期に関する経過措置） 

２ この要綱の施行の日から令和３年３月末日までの間における、この要綱による改正後の別表第

２補助対象事業の項第１号、別表第３補助対象事業の項第１号、別表第４補助対象事業の項第１

号、別表第５補助対象事業の項第１号及び別表第７補助対象事業の項第１号の規定の適用につい

ては、これらの規定中「交付決定を受けようとする」とあるのは、「平成３１年４月１０日以降

に契約したものであり、かつ、交付決定を受けようとする」と読み替えるものとする。 

  附 則〔令和２年１１月２日環境政策課長決裁〕 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年１１月２日から施行する。 

（補助対象事業の様式に関する経過措置） 

２ この要綱による改正前の様式第９号については、この要綱の施行の日から令和３年３月末日ま

での間において、引き続き使用できるものとする。 

附 則〔令和３年４月７日環境局長決裁〕 

（施行期日） 

 この要綱は、令和３年４月７日から施行する。 

附 則〔令和４年４月１４日環境局長決裁〕 

（施行期日） 

 この要綱は、令和４年４月１４日から施行する。 

附 則〔令和５年３月２８日市長決裁〕 

（施行期日） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行し、この要綱による改正後の第９条については、平成３０

年度以降に交付決定をした補助金について適用する。 

附 則〔令和５年４月１７日脱炭素戦略課長決裁〕 

（施行期日） 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第５（第３条関係） 

エネファーム導入補助金 

補助対象者 次に掲げる事項のいずれにも該当する者 

(1) 補助金の交付に係る申込みの日において、エネファームを導入した戸建住

宅（本市に所在するものに限る。）に自ら居住し、又は生計を一にする家族が

居住する者であること（当該者又は当該家族が当該居住地に住民登録がある

場合に限る。）。 

(2) 補助対象事業に係る契約の発注者であること。 

(3) 市税の滞納がないこと。 

(4) 熊本市暴力団排除条例第２条第２号及び第３号の規定に該当しない者で

あること。 

補助対象事業 補助対象者が行ったエネファーム（一般社団法人燃料電池普及促進協会より機

器登録を受けたものに限る。以下この表において同じ。）の設置であって、次の

各号のいずれにも該当するもの 

(1) 交付決定を受けようとする年度の前年度の３月１日から交付決定を受け

る年度の２月末日までの間に事業（代金の支払を含む。）が完了したもので

あること。 

(2) 戸建住宅の敷地内で使用されるもの（店舗等併用住宅の場合は、専ら店

舗等の用に供されるものを除く。）であること。 

(3) 設置されたエネファームは、新品（未使用品）であること。 

(4) 設置されたエネファームは、補助対象者が自ら所有するものであること

（リースその他補助対象者に所有権がないものは対象外）。 

補助額 １件につき８万円 

補助金の交付

申込時の添付

書類 

交付申込書兼実績報告書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、第４

号の証明書の添付がある場合は、第５号の住民票（申込者の家族のみが居住し

ている場合における当該家族の住民票を除く。）の提出を省略することができ

る。 

(1) エネファームの設置に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し（契約

書に経費の内訳が明記されていない場合は、見積書その他のエネファーム

施工の経費の内訳が確認できる書類の写しも添付すること。） 

(2) 設置したエネファームのカタログの写し（一般社団法人燃料電池普及促

進協会が公表する機器登録リストの型番と照合できる書類） 

(3) 設置したエネファームの出荷証明書又は製造メーカーの保証書（これら

がない場合は、これらに代わる書類で新品であることが証明できるもの）

※写し可 

(4) 市税の滞納がないことの証明書（熊本市長が証明した書類で、発行から

３か月以内のもの）※写し可 

(5) 住民票（発行から３か月以内かつ本籍地及びマイナンバーの記載がない

もの。申込者の家族のみが居住している場合は、その家族に係る住民票。）



 

※写し可 

(6) 建物全体のカラー写真 

(7) エネファームの設置状況を示すカラー写真（設備全景及び一般社団法人

燃料電池普及促進協会が公表する機器登録リストの型番が判別できる品名番

号（銘板）のアップ） 

(8) 領収書（領収書がない場合は、補助対象者がエネファームに係る経費を

支払ったことが証明できるもの）の写し 

(9)  引渡をもって事業完了日となる場合は、当該引渡を証するもの（工事請

負者や販売者が作成したものに限る。） 

(10) その他市長が必要と認める書類 

その他の交付

要件 

(1) 交付申込書及び添付書類は、郵送により提出すること。 

(2) 補助金は、交付申込書の先着順に審査し、交付決定をする。ただし、同日

の消印の申込みのうち交付決定の要件を満たすものが複数ある場合であっ

て、予算枠の都合によりその一部に限って交付決定をせざるを得ないときは、

当該交付決定の要件を満たす申込みのうちから、抽選により交付決定をする。 

(3)  同一の年度中におけるＺＥＨ導入補助金との併用はできない。 

(4) 過去にこの補助金の交付を受けてエネファームを設置したことがある者

であって、本則第９条第１項第２号に定める処分制限期間を経過していない

者（市長の承認を受けて財産処分をした場合を除く。）は補助金の交付の申込

みをすることができない。 

  


